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議   事   録 

会 議 の 名 称 令和７年度 第２回 深谷市国民健康保険運営協議会 

開 催 日 時 
令和８年１月１５日（木） 

午後１時３０分 開会・午後２時２０分 閉会 

開 催 場 所 深谷市役所 会議室２－４ 

議 長 氏 名 柴﨑 重雄 

委 員 氏 名 名簿のとおり 

会
議
事
項 

 

審議事項 

（１）令和８年度 国民健康保険税率の改正等(案)について 

（２）令和８年度 国民健康保険税課税限度額の改正等(案)について 

 

議事の経過 

（議事の要旨） 
別紙のとおり 

会 

議 

資 

料 

 

審議事項 

 深谷市国民健康保険税率等の改正について（案）（資料１） 

令和８年度税率改正案モデルケース（参考１） 

県内市の保険税率状況（参考２） 

 

そ
の
他
の
事
項 

 

議 事 録 の 確 定 

確 定 年 月 日 署 名 

 

   令和８年２月１７日 

 

 

議  長 柴﨑 重雄 

 

署名委員 緒方 伸男 

 

署名委員 黒屋 信隆 
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別紙（議事の経過） 

発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

 

 

 

 

１ 開会 

 

 皆さま、こんにちは。 

 本日は、公私ともにご多用のところ、ご出席いただきまして誠にあ

りがとうございます。 

 ただいまから、令和７年度第２回深谷市国民健康保険運営協議会を

開会いたします。 

 私は、司会を務めます、保険年金課課長補佐の荻野と申します。よ

ろしくお願い申し上げます。 

会議につきましては、深谷市国民健康保険運営協議会会議運営規程 

第２条第１項の規定に基づき、公開となっております。 

 また、会議録の作成のため、録音をいたしますので、あらかじめ、

ご了承のほどお願い申し上げます。 

本日、ご出席の委員の数は、１７人ですので、定数の２１人の過半

数を超えておりますことから、深谷市国民健康保険に関する規則第４

条第３項に規定する会議を開く要件を満たしておりますことをご報告

申し上げます。 

ここで、資料のご確認をお願いいたします。 

本日お手元に配布した資料でございますが、 

まず、委員名簿 

次に、本日の席次表 

次に、諮問書の写し 

続きまして、事前に 配布した資料でございますが、 

まず、本日の次第 

次に、右上に「 資料１ 」とあります 

「深谷市国民健康保険税率等の改正について（案）」 

次に、右上に「 参考１ 」とあります 

「 モデルケース 」 

次に、右上に「 参考２ 」とあります 

「県内市の保険税率状況 」でございます。 

資料に不足のものがございましたら、お申し出ください。 

ないようですので、進めさせていただきます。 

なお、本日の会議は、１３時３０分から１４時３０分までの概ね１

時間程度を予定しておりますので、ご協力いただきますようお願い申

し上げます。 

 

２ 諮問 

 

続きまして、深谷市長から本運営協議会に対し、諮問させていただ

きます。 

なお、委員の皆様には、お手元の諮問書の写しをご覧いただきたい

と存じます。 

それでは、小島市長お願いいたします。 

柴﨑会長、ご起立をお願いいたします。 
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発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

 

市 長 

 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

 

市 長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

 

柴﨑会長 

 

 

 

 

 

―市長より諮問書の交付を行う― 

 

３ 市長あいさつ 

 

続きまして、市長から挨拶を申し上げます。小島市長お願いいたし

ます。 

 

本日は、委員の皆様におかれましては、公私ともにお忙しい中、令

和７年度第２回深谷市国民健康保険 運営協議会に、ご出席いただき、

誠にありがとうございます。  

また、日ごろから、国民健康保険事業の運営をはじめ、市政全般に

わたり、ご理解とご協力を賜り、心から感謝申し上げます。 

さて、国民健康保険には、被保険者の構成や財政基盤に構造的な問

題があり、平成３０年度から都道府県が財政運営の責任主体となって

おります。 

埼玉県は、埼玉県国民健康保険運営方針を策定し、まずは全市町村

が令和８年度までに赤字を解消し、令和９年度には県が示す市町村標

準保険税率に合わせることを目指しております。 

本市においても、一人当たりの医療費は増加傾向にある一方で被保

険者が減少し、保険税の減収が見込まれており、国保財政の赤字を解

消するためには、引き続き保険税率の見直しを図っていく必要がござ

います。 

本日は、令和８年度の保険税率につきまして、ご審議いただくこと

となりますが、委員の皆様におかれましては、忌憚のない意見をいた

だきますようお願い申し上げます。 

結びにあたり、本日お集まりの皆様のご健勝とご多幸を心から祈念

申し上げまして、あいさつといたします。 

 

ありがとうございました。小島市長につきましては、この後、他の

公務が入っておりますので大変恐縮ではございますが、ここで退席さ

せていただきます。 

 

―市長退席― 

 

４ 会長あいさつ 

 

 続きまして、会長からご挨拶を申し上げます。 

 

 

本日は、深谷市国民健康保険運営協議会の会議を開催いたしました

ところ、皆様には、公私とも、お忙しいところご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

 会議の開催にあたり、一言、あいさつを申し上げます。 

先ほど市長のあいさつにあったとおり、令和８年度には赤字の解
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発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

 

事務局 

（江黒課長） 

 

 

 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

 

緒方委員 

 

 

 

 

消、令和９年度には市町村標準保険税率への統一がまじかに迫ってお

ります。 

本日、ご審議いただきます「深谷市の国民健康保険税率等」は、国

保事業の健全かつ安定的な運営を目指す、本市にとって極めて重要な

事項でございますので、委員の皆様の貴重なご意見を賜りますようお

願い申し上げまして、あいさつとさせていただきます。 

よろしくお願いいたします。 

 

 これよりは、会長に議長として会議の進行をお願いしたいと存じま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

 

それでは、議長を務めさせていただきますので、よろしくお願いい

たします。 

 

５ 会議録署名委員の氏名 

 

まず、会議録署名委員の指名をいたします。緒方伸男委員と黒屋信

隆委員の２人を指名いたします。 

よろしくお願いいたします。 

 

６ 審議事項 

 

続きまして、審議事項（１）「令和８年度国民健康保険税率の改正

等（案）について」及び審議事項（２）「令和８年度国民健康保険税

課税限度額の改正等（案）について」事務局から説明をお願いしま  

す。 

 

保険年金課長の江黒でございます。 

本日の審議事項につきまして、お手元の資料によりご説明いたしま

す。 

どうぞ、よろしくお願いします。 

 

―審議事項（１）、（２）について説明を行う。― 

 

ただいま説明のありました件についてご質問やご意見等は、ありま

すか。 

 

緒方委員、どうぞ。 

 

説明のあった諮問内容については、毎年のことなので仕方がないと

思っておりますが、深谷市国民健康保険税率等の改正について（案）

の「改正」という言葉が適切ではないと感じます。 

保険税を払う方としては、「改正」とは思わない人もいるのではな

いかと思いますので「改定」という言葉が良いのではと思います。 
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発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

 

 

 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

事務局 

（江黒課長） 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

 

 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

 

 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

 

 

 

 

 

議  長 

（柴﨑会長） 

 

 

機会があれば、今後の参考にしていただきたいと思います。 

また、資料１の２ページ目、差の欄について、単位がパーセンテー

ジで示されておりますが、ポイントとした方が正しいのではと思いま

したので、こちらも今後の参考にしていただければと思います。 

 

それでは、事務局の回答を求めます。 

 

 

ご指摘ありがとうございました。 

ご指摘の内容を踏まえて、今後の協議等の参考にさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

ほかにご質問ありますか。 

 

― なし― 

 

質問がないようですので、質問を終結いたします。 

それでは、ここで皆さまにおはかりいたします。 

審議事項（１）の令和８年度国民健康保険税率の改正等(案)につい

て、事務局の提案のとおり、改正することにご異議ございませんでし

ょうか。 

 

― 異議なし― 

 

ご異議がございませんので、本件については、事務局の提案のとお

りと決しました。 

続きまして、審議事項（２）の令和８年度国民健康保険税課税限度

額の改正等(案)について事務局の提案のとおり、改正することにご異

議ございませんでしょうか。 

 

― 異議なし― 

 

ご異議がございませんので、本件については、事務局の提案のとお

りと決しました。 

それでは、本日皆さまからいただきました意見等を参考にしまして 

市長に対して答申を行っていきたいと思います。答申書につきまして

は、私と渡部会長代理に一任していただきたいと思いますが、よろし

いでしょうか。 

 

― 異議なし― 

 

ありがとうございます。それでは答申書を作成し市長に答申を行い

ます。 

以上で本日の議事を終了とさせていただきます。議長の任を解かせ

ていただきます。ご協力ありがとうございました。 
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発 言 者 議題・発言内容（要旨）・決定事項 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

 

渡部会長代理 

 

 

 

 

 

事務局 

(荻野課長補佐) 

７ その他 

 

続きまして、その他でございますが、事務局より３点ご連絡させて

いただきます。 

まず、１点目でございますが「今後の予定」につきまして、ご連絡

させていただきます。 

答申書についてですが、いただいたご意見等を参考に、後日、会

長、会長代理と調製のうえ市長へ報告をいたします。 

また、今回ご協議いただきました、税率及び課税限度額の改正案に

つきましては、今後の深谷市議会に提案する予定ですので、ご承知お

きいただきたいと思います。 

続きまして、２点目でございますが、「来年度以降の本協議会のス

ケジュール」について、ご連絡させていただきます。 

来年度以降については、今年度同様に、８月上旬を目途に１回目の

協議会を開催し、１月中旬を目途に２回目の協議会を開催いたします

ので、よろしくお願いします。 

最後に３点目でございますが国民健康保険の制度や状況をまとめた

「国民健康保険必携」と「見てなっとく さいたまの国保」を配付い

たします。お帰りの際に、出口にて、お渡しいたしますのでお受け取

りください。 

以上が事務局からの連絡事項となります。 

委員の皆さまから御連絡等はございますでしょうか。 

 

― なし― 

 

８ 閉会 

 

 それでは、最後に、閉会にあたりまして、渡部会長代理から閉会の

お言葉をお願いいたします。 

 

 本日、皆様には、公私とも、お忙しいところご出席いただきまして

ありがとうございました。 

 今後も、深谷市国民健康保険事業の運営につきまして、ご理解、ご

協力を賜りますよう、お願い申し上げまして、本日の会議を終了とさ

せていただきます。 

 

以上で、本日の会議は、終了いたします。 

 ご協力ありがとうございました。 

 


